
内

閣

府

○
財

務

省
令
第
五
号

経
済
産
業
省

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
五
十
一
条
第
三
項
、
第
五
十
二
条
第
一
項
、
同
条

第
二
項
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
済
産
業
省
・
財
務
省
・
内
閣
府
関
係
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

 

人

財
務
大
臣

野
田

佳
彦

経
済
産
業
大
臣

大
畠

章
宏

経
済
産
業
省
・
財
務
省
・
内
閣
府
関
係
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

内

閣

府

経
済
産
業
省
・
財
務
省
・
内
閣
府
関
係
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
財

務

省
令
第
一
号

経
済
産
業
省

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
紙
様
式
第
一
号
第
２
記
載
上
の
注
意
１

中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
８

条
の

７
第

６
項

第
８

条
の

７
第

４
項

(7)



別
紙
様
式
第
二
号
第
２
記
載
上
の
注
意
１

及
び
別
紙
様
式
第
四
号
第
２
の
２
記
載
上
の
注
意
１

中
「

」
を

第
５

項
ま

で

(7)

(6)

「

」
に
改
め
る
。

第
３

項
ま

で

別
紙
様
式
第
五
号
第
１
中
間
貸
借
対
照
表
の
記
載
上
の
注
意
１

中
「

」
を
「

」

第
８

条
の

７
第

６
項

第
８

条
の

７
第

４
項

(7)

に
改
め
る
。

別
紙
様
式
第
六
号
第
１
貸
借
対
照
表
の
記
載
上
の
注
意
１

及
び
別
紙
様
式
第
八
号
第
１
連
結
貸
借
対
照
表
の
記
載
上
の
注

(7)

意
１

中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
５

項
ま

で
第

３
項

ま
で

(6)
附

則

１

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
経
済
産
業
省
・
財
務
省
・
内
閣
府
関
係
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様

式
第
一
号
、
別
紙
様
式
第
二
号
、
別
紙
様
式
第
四
号
、
別
紙
様
式
第
五
号
、
別
紙
様
式
第
六
号
及
び
別
紙
様
式
第
八
号
は
、

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に

係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


